
 

 

議  案  第  ３９  号  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成２８年３月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市建築関係手数料条例（平成１２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。  

別表第２の４２の項金額（１件につき）の欄第１号中「長期優良住宅建築等計画」を

「住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画」に改め、同号ア中「認定がある」を「技

術的審査を受けている」に改め、同欄第２号ア中「まで」を「まで又は（２）ア若しく

はイ」に改め、同号を同欄第３号とし、同欄第１号の次に次のように加える。  

（２）住宅の増築又は改築に係る長期優良住

宅建築等計画が法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合するかどうか

の審査を申し出ない者  次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ア  長期優良住宅の普及の促進に関する

法律第６条第１項各号に掲げる基準の

適合性に関し、住宅の品質確保の促進

等に関する法律第５条第１項に規定す

る登録住宅性能評価機関の技術的審査

を受けている場合  次に掲げる住宅の

区分に応じ、それぞれ次に定める額  



 

 

（ア）１戸建ての専用住宅 １５，１００

円  

（イ）１戸建ての併用住宅 １５，１００

円  

（ウ）共同住宅等  １戸につき次に掲げ

る共同住宅等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た額  

ａ  総戸数が２以上５以下の共同住

宅等  ２８，２００円  

ｂ  総戸数が６以上１０以下の共同

住宅等  ４７，５００円  

ｃ  総戸数が１１以上２５以下の共

同住宅等  ７５，１００円  

ｄ  総戸数が２６以上５０以下の共

同住宅等  １２７，０００円  

ｅ  総戸数が５１以上１００以下の

共同住宅等  ２０３，２００円  

ｆ  総戸数が１０１以上２００以下

の共同住宅等  ３４１，３００円  

ｇ  総戸数が２０１以上の共同住宅

等  ４２８，６００円  

イ  その他の場合  次に掲げる住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める額  

（ア）１戸建ての専用住宅 ７３，６００

円  

（イ）１戸建ての併用住宅 ７３，６００

円  

（ウ）共同住宅等  １戸につき次に掲げ

る共同住宅等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た額  

ａ  総戸数が２以上５以下の共同住

宅等  １７２，８００円  

ｂ  総戸数が６以上１０以下の共同

住宅等  ２７６，４００円  

ｃ  総戸数が１１以上２５以下の共

同住宅等  ５４５，９００円  



 

 

ｄ  総戸数が２６以上５０以下の共

同住宅等  ９７７，５００円  

ｅ  総戸数が５１以上１００以下の

共同住宅等  １，６８０，５００

円  

ｆ  総戸数が１０１以上２００以下

の共同住宅等 ３，１０９，１００

円  

ｇ  総戸数が２０１以上の共同住宅

等  ４，４４３，０００円  

別表第２の４３の項中「まで」を「まで又は（２）ア若しくはイ」に改め、同表に次

のように加える。  

    ４８  建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

法律（平成

２７年法律

第５３号）

第２９条第

１項の規定

に基づく建

築物エネル

ギー消費性

能向上計画

の認定の申

請に対する

審査 

建 築 物 エ

ネ ル ギ ー

消 費 性 能

向 上 計 画

認 定 申 請

手数料  

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額とする。  

（１）建築物エネルギー消費性能向上計画が法第６

条第１項に規定する建築基準関係規定に適合す

るかどうかの審査を申し出ない者  次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ア  建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律第３０条第１項に掲げる基準の適合性

に関し、エネルギーの使用の合理化等に関す

る法律第７６条第１項に規定する登録建築物

調査機関若しくは住宅の品質確保の促進等に

関する法律第５条第１項に規定する登録住宅

性能評価機関の技術的審査を受けている場合

又は同法第６条第１項に規定する設計住宅性

能評価書の交付を受けている場合  次に掲げ

る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める

額  
（ア）１戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途

に供する部分（以下この項において「非住宅

部分」という。）を有しないものに限る。以

下この項において同じ。） ５，５００円  

（イ）共同住宅等（共同住宅、長屋その他１戸

建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項

において同じ。）  次に掲げる申請の対象と

する範囲の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額  
ａ  住戸  申請に係る住戸の数について、



 

 

次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ

次に定める額  
（ａ）１戸  ５，５００円  
（ｂ）２戸以上４戸以下  １０，７００円  
（ｃ）５戸以上１５戸以下  ２２，３００

円  
（ｄ）１６戸以上４５戸以下  ４９，５００

円  
（ｅ）４６戸以上  ８８，５００円  
ｂ  住棟全体又は住戸及び住棟全体  住棟

の総戸数について、ａに掲げる戸数の区

分に応じ、それぞれａに定める額  
（ウ）非住宅建築物（人の居住の用に供する部

分を有しない建築物をいう。以下この項に

おいて同じ。）  床面積の合計について、次

に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に

定める額  
ａ  ３００平方メートル未満  １０，５００

円  
ｂ  ３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満  ２９，３００円  
ｃ  ２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満  ８７，１００円  
ｄ  ５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満  １３７，７００円  
ｅ  １０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満  １７３，８００円  

ｆ  ２５，０００平方メートル以上 ２１７，１００

円  
（エ）複合建築物（住宅の部分及び非住宅部分

を有する建築物をいう。以下この項におい

て同じ。）  次に掲げる申請の対象とする範

囲の区分に応じ、それぞれ次に定める額  
ａ  住 戸  申請 に係る 住戸 の数 につ いて、

（イ）ａに掲げる戸数の区分に応じ、そ

れぞれ（イ）ａに定める額  
ｂ  非 住宅 部分  床面 積の 合計 につ いて、

（ウ）に掲げる面積の区分に応じ、それ

ぞれ（ウ）に定める額  
ｃ  住戸及び非住宅部分  次に掲げる額を

合算した額  
（ａ）申請に係る住戸の数について、（イ）

ａに掲げる戸数の区分に応じ、それぞ



 

 

れ（イ）ａに定める額と同一の額  
（ｂ）非住宅部分の床面積の合計について、

（ウ）に掲げる面積の区分に応じ、そ

れぞれ（ウ）に定める額と同一の額  
ｄ  複合建築物全体、住戸及び複合建築物

全体、非住宅部分及び複合建築物全体又

は住戸、非住宅部分及び複合建築物全体

 次に掲げる額を合算した額  
（ａ）住戸の総戸数について、（イ）ａに掲

げ る 戸 数 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

（イ）ａに定める額と同一の額  
（ｂ）非住宅部分の床面積の合計について、

（ウ）に掲げる面積の区分に応じ、そ

れぞれ（ウ）に定める額と同一の額  
イ  その他の場合  次に掲げる建築物の区分に

応じ、それぞれ次に定める額  
（ ア ） １ 戸 建 て の 住 宅  床 面 積 の 合 計 に つ い

て、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額  
ａ  ２００平方メートル未満  ３７，３００

円  
ｂ  ２００平方メートル以上  ４１，６００

円  
（イ）共同住宅等  次に掲げる申請の対象とす

る範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める

額  
ａ  住戸  申請に係る住戸の数について、

次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ

次に定める額  
（ａ）１戸（床面積の合計が２００平方メート

ル未満の住戸に限る。） ３７，３００円  
（ｂ）１戸（床面積の合計が２００平方メート

ル以上の住戸に限る。） ４１，６００円  
（ｃ）２戸以上４戸以下  ７４，９００円  
（ｄ）５戸以上１５戸以下  １２４，９００

円  
（ｅ）１６戸以上４５戸以下 ２１２，７００

円  
（ｆ）４６戸以上  ３０５，２００円  
ｂ  住棟全体又は住戸及び住棟全体  住棟

の総戸数について、ａに掲げる戸数の区

分に応じ、それぞれａに定める額  
（ウ）非住宅建築物  次に掲げる審査の区分に



 

 

応じ、それぞれ次に定める額  
ａ  建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令（平成２８年経済産業省・国土

交通省令第１号）第８条第１号イ（１）

及びロ（１）に掲げる基準による審査  

床面積の合計について、次に掲げる面積

の区分に応じ、それぞれ次に定める額  
（ａ）３００平方メートル未満 ２４６，０００

円  
（ｂ）３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満  ３９７，７００円  
（ｃ）２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満  ５６７，５００円  
（ｄ）５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満  ６９８，９００円  
（ｅ）１０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満  ８２６，１００円  
（ｆ）２５，０００平方メートル以上 ９４２，４００

円  
ｂ  建築物エネルギー消費性能基準等を定

め る 省 令 第 ８ 条 第 １ 号 イ （ ２ ） 及 び ロ

（２）に掲げる基準による審査  床面積

の合計について、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定める額  
（ａ）３００平方メートル未満 ９４，３００

円  
（ｂ）３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満  １５７，９００円  
（ｃ）２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満  ２５５，４００円  
（ｄ）５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満  ３３３，４００円  
（ｅ）１０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満  ４００，６００円  
（ｆ）２５，０００平方メートル以上 ４６９，９００

円  
（エ）複合建築物  次に掲げる申請の対象とす

る範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める

額  
ａ  住 戸  申請 に係る 住戸 の数 につ いて、

（イ）ａに掲げる戸数の区分に応じ、そ

れぞれ（イ）ａに定める額  
ｂ  非 住宅 部分  床面 積の 合計 につ いて、



 

 

（ウ）ａ又はｂに掲げる面積の区分に応

じ、それぞれ（ウ）ａ又はｂに定める額  
ｃ  住戸及び非住宅部分  次に掲げる額を

合算した額  
（ａ）申請に係る住戸の数について、（イ）

ａに掲げる戸数の区分に応じ、それぞ

れ（イ）ａに定める額と同一の額  
（ｂ）非住宅部分の床面積の合計について、

（ウ）ａ又はｂに掲げる面積の区分に

応じ、それぞれ（ウ）ａ又はｂに定め

る額と同一の額  
ｄ  複合建築物全体、住戸及び複合建築物

全体、非住宅部分及び複合建築物全体又

は住戸、非住宅部分及び複合建築物全体

 次に掲げる額を合算した額  
（ａ）住戸の総戸数について、（イ）ａに掲

げ る 戸 数 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

（イ）ａに定める額と同一の額  
（ｂ）非住宅部分の床面積の合計について、

（ウ）ａ又はｂに掲げる面積の区分に

応じ、それぞれ（ウ）ａ又はｂに定め

る額と同一の額  
（２）建築物エネルギー消費性能向上計画が法第６

条第１項に規定する建築基準関係規定に適合す

るかどうかの審査を申し出る者  次に掲げる額

（ウに掲げる額にあっては、当該審査に同法第

８７条の２の昇降機に係る部分が含まれる場合

に限る。）を合算した額  
ア  （ １ ） ア 又 は イ に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応

じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額  
イ  別表第１の１の項金額の欄に掲げる建築物

の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途

の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ同

欄に規定するところにより算定した当該手数

料の額と同一の額  

ウ  別 表 第 １ の ３ の 項 金 額 の 欄 （ １ ） 又 は

（２）に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

当該手数料の額と同一の額  

        ４９  建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

建 築 物 エ

ネ ル ギ ー

消 費 性 能

向 上 計 画

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額（当該額に１００円未満の端数があ

るときは、これを四捨五入する。）とする。  
（１）変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計



 

 

法律第３１

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査 

変 更 認 定

申 請 手 数

料  

画が法第６条第１項に規定する建築基準関係規

定 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 を 申 し 出 な い 者

 ４８の項金額（１件につき）の欄（１）ア又

はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該

手数料の額の２分の１に相当する額  
（２）変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計

画が法第６条第１項に規定する建築基準関係規

定に適合するかどうかの審査を申し出る者  次

に掲げる額（ウに掲げる額にあっては、当該審

査に同法第８７条の２の昇降機に係る部分が含

まれる場合に限る。）を合算した額  
ア  ４８の項金額（１件につき）の欄（１）ア

又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

当該手数料の額の２分の１に相当する額  
イ  別表第１の１の項金額の欄に掲げる建築物

の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途

の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ同

欄に規定するところにより算定した当該手数

料の額と同一の額  

ウ  別 表 第 １ の ３ の 項 金 額 の 欄 （ １ ） 又 は

（２）に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

当該手数料の額と同一の額  

        ５０  建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

法律第３６

条第１項の

規定に基づ

く建築物の

エネルギー

消費性能に

係る認定の

申請に対す

る審査 

建 築 物 エ

ネ ル ギ ー

消 費 性 能

認 定 申 請

手数料  

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

額とする。  
（１）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第２条第３号に規定する建築物エネルギー

消費性能基準の適合性に関し、エネルギーの使

用の合理化等に関する法律第７６条第１項に規

定する登録建築物調査機関若しくは住宅の品質

確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定

する登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け

ている場合、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第３０条第１項の規定に基づく

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定若し

くは都市の低炭素化の促進に関する法律第５４

条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の認定を受けている場合（これらの認定に係

る建築物について法第７条第５項、第７条の２

第５項又は第１８条第１８項の規定により検査

済証の交付を受けている場合に限る。）又は住宅

の品質確保の促進等に関する法律第６条第３項

に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けて



 

 

いる場合  次に掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額  
ア  １戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途

に供する部分（以下この項において「非住宅

部分」という。）を有しないものに限る。以下

この項において同じ。）  ５，５００円  
イ  共同住宅等（共同住宅、長屋その他１戸建

ての住宅以外の住宅をいう。以下この項にお

いて同じ。）  住棟の総戸数について、次に掲

げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める

額  
（ア）２戸以上４戸以下  １０，７００円  
（イ）５戸以上１５戸以下  ２２，３００円  
（ウ）１６戸以上４５戸以下  ４９，５００円  
（エ）４６戸以上  ８８，５００円  
ウ  非住宅建築物（人の居住の用に供する部分

を有しない建築物をいう。以下この項におい

て同じ。）  床面積の合計について、次に掲げ

る面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額  
（ア）３００平方メートル未満  １０，５００

円  
（イ）３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満  ２９，３００円  
（ウ）２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満  ８７，１００円  
（エ）５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満  １３７，７００円  
（オ）１０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満  １７３，８００円  

（カ）２５，０００平方メートル以上 ２１７，１００

円  
エ  複合建築物（住宅の部分及び非住宅部分を

有する建築物をいう。以下この項において同

じ。）  次に掲げる額を合算した額  
（ア）住戸の総戸数について、イに掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれイに定める額と同

一の額  
（イ）非住宅部分の床面積の合計について、ウ

に掲げる面積の区分に応じ、それぞれウに

定める額と同一の額  
（２）その他の場合  次に掲げる建築物の区分に応

じ、それぞれ次に定める額  
ア  １戸建ての住宅  次に掲げる審査の区分に



 

 

応じ、それぞれ次に定める額  
（ア）建築物エネルギー消費性能基準等を定め

る省令第１条第１項第２号イ（１）及びロ

（１）に掲げる基準（以下「性能基準」と

い う。）に よる 審査  床面 積の 合計 につい

て、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額  
ａ  ２００平方メートル未満  ３７，３００

円  
ｂ  ２００平方メートル以上  ４１，６００

円  
（イ）建築物エネルギー消費性能基準等を定め

る省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ

（２）に掲げる基準（以下「仕様基準」と

い う。）に よる 審査  床面 積の 合計 につい

て、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額  
ａ  ２００平方メートル未満  １９，２００

円  
ｂ  ２００平方メートル以上  ２０，７００

円  
イ  共 同 住 宅 等  次 に 掲 げ る 審 査 の 区 分 に 応

じ、それぞれ次に定める額  
（ア）性能基準による審査  住棟の総戸数につ

いて、次に掲げる戸数の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額  
ａ  ２戸以上４戸以下  ７４，９００円  
ｂ  ５戸以上１５戸以下  １２４，９００

円  
ｃ  １６戸以上４５戸以下  ２１２，７００

円  
ｄ  ４６戸以上  ３０５，２００円  

（イ）仕様基準による審査  住棟の総戸数につ

いて、次に掲げる戸数の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額  
ａ  ２戸以上４戸以下  ３５，９００円  
ｂ  ５戸以上１５戸以下  ６２，０００円  
ｃ  １６戸以上４５戸以下  １１２，３００

円  
ｄ  ４６戸以上  １７０，１００円  

ウ  非住宅建築物  次に掲げる審査の区分に応

じ、それぞれ次に定める額  
（ア）建築物エネルギー消費性能基準等を定め



 

 

る省令第１条第１項第１号イに掲げる基準

による審査  床面積の合計について、次に

掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定

める額  
ａ  ３００平方メートル未満 ２４６，０００

円  
ｂ  ３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満  ３９７，７００円  
ｃ  ２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満  ５６７，５００円  
ｄ  ５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満  ６９８，９００円  
ｅ  １０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満  ８２６，１００円  
ｆ  ２５，０００平方メートル以上 ９４２，４００

円  
（イ）建築物エネルギー消費性能基準等を定め

る省令第１条第１項第１号ロに掲げる基準

による審査  床面積の合計について、次に

掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定

める額  
ａ  ３００平方メートル未満  ９４，３００

円  
ｂ  ３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満  １５７，９００円  
ｃ  ２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満  ２５５，４００円  
ｄ  ５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満  ３３３，４００円  
ｅ  １０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満  ４００，６００円  
ｆ  ２５，０００平方メートル以上 ４６９，９００

円  
エ  複合建築物  次に掲げる額を合算した額  
（ ア ） 住 戸 の 総 戸 数 に つ い て 、 イ （ ア ） 又 は

（イ）に掲げる戸数の区分に応じ、それぞ

れイ（ア）又は（イ）に定める額と同一の

額  

（イ）非住宅部分の床面積の合計について、ウ

（ア）又は（イ）に掲げる面積の区分に応

じ、それぞれウ（ア）又は（イ）に定める

額と同一の額  

    



 

 

附  則  

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の一部改正に伴う住宅の

増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定事務に係る手数料及び建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律の一部施行に伴う建築物エネルギー消費性能向上計

画の認定事務等に係る手数料を徴収するため、本案を提出する。  


